
事業系廃棄物（ 事業ごみ）に関するQ＆A

たと え少量であっ ても 、 事業活動に伴っ て生じ る 廃棄物の収集は菊陽町ではおこ なっ てい

ません。 事業系一般廃棄物と 産業廃棄物を 分別し たう え、 それぞれ適正に処理し てく ださ

い。 なお、 事業活動に伴っ て生じ る 廃棄物を 家庭ごみの集積所に出す行為は、 不法投棄と

みなさ れる場合があり ますので、 絶対にやめてく ださ い。

事業所から 排出さ れるプラスチック 類はすべて産業廃棄物です。産業廃棄物の処理業者と 契

約をし て、適正に処理し てく ださ い。菊池広域連合　 環境工場等へは搬入できません。

天ぷら 油は産業廃棄物の「 廃油」 にあたり ます。 産業廃棄物の処理事業と 契約を し て、 適

正に処理し てく ださ い。 菊池広域連合　 環境工場等へは搬入でき ません。



菊陽町では、 事業系廃棄物は家庭ごみと 異なり 収集はし ていません。 事業者が自ら 処理す

るか、 廃棄物処理業許可業者に委託や依頼を し て処理し なければなり ません。 自社のごみ

であれば、 処理施設へ自ら 持ち込むこ と も でき ます。

産業廃棄物の処理許可業者は（ 一社） 熊本県産業資源循環協会（ TEL096-213-3356） に

お問い合わせく ださ い。 事業系一般廃棄物処理業許可業者は、 菊陽町で許可を 出し ていま

す。 次の担当課にお問い合わせく ださ い。

・ 菊陽町環境生活課  TEL096－232－2114

事業系一般廃棄物の菊池広域連合　 環境工場等への搬入料金は、 10kgまでは200円に消費

税を 加算し た額、 10k g を 超えた場合は10k g ごと に200円を 加算し た額に消費税を 加算し

た額が搬入料金と なり ます。

菊池広域連合　 環境工場等へ搬入でき る のは事業系一般廃棄物のみと なり ます。 産業廃棄

物は搬入でき ませんので、 ご注意く ださ い。

産業廃棄物も 菊池広域連合　 環境工場等へ搬入でき ますか？

直接、 菊池広域連合　 環境工場等へ搬入し た場合の料金はいく ら ですか？


